
個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファ

イル

備　　考

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

記録範囲 保有個人情報の本人

記録情報の収集方法 通報者、関係者からの聴取

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含む

記録情報の経常的提供先 無

開示等請求を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）峡南広域行政組合事務局総務課

（所在地）山梨県西八代郡市川三郷町岩間４９５

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

消防本部通信指令課

個人情報ファイルの利用目的 緊急通報処理に関する確認

記録項目
1氏名、2性別、3年齢、4意識の有無、5呼吸の有無、6会話の可
否、7歩行の可否、8事故内容、9既往歴、10かかり付け、11進入
路、12通報者氏名、13間柄

様式第１号（第３条関係）

個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称 通報記録（長時間録音装置）

実施期間の名称 峡南広域行政組合

有 無


